
■　補助対象　　

※　令和４年度より行政検査による検査は対象となりません。


※　他の国庫補助金等で補助を受けている場合は対象となりません。

■　対象施設及び対象サービス　令和４年度より対象範囲を拡充しました。　★…追加項目

※　居宅系は入所施設に併設するものに限ります。

※　対象者①は、同一の入所系施設の場合、同一者の回数上限は１人１回までとなります。

・短期入所 ★

入

所

系

高齢者

・介護老人福祉施設（地域密着型を含む。）

・介護老人保健施設

・認知症対応型共同生活介護

・特定施設入所者生活介護

・有料老人ホーム

・サービス付き高齢者向け住宅

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・生活支援ハウス

・救護施設 ★

① 左記の入所系施設に新規入所

する者

（回数上限：１人１回まで）

② 左記の居宅系サービスを利用

する者 ★

（回数上限：なし）

③ 左記の入所系施設に入所して

いる者で、入院等の事情により再

入所する者 ★

（回数上限：なし）

障害者

（児）

・共同生活援助 ★

・宿泊型自立訓練 ★

・施設入所支援 ★

・障害児入所施設 ★

・児童養護施設 ★

居

宅

系

高齢者

・短期入所生活介護 ★

・短期入所療養介護 ★

・小規模多機能型居宅介護 ★（宿泊サービスに限る。）

・看護小規模多機能型居宅介護 ★（宿泊サービスに限る。）

障害者

（児）

※　社会福祉設施設等の入所及び利用決定に伴い、任意検査を実施した場合（民間検査機関での検

　　査を含む。ただし、検査キットを購入し、自ら検査キットの反応を確認する方法により判断す

　　るものは補助対象外）

区分 対象施設・対象サービス 対象者

　高齢者施設及び障害者施設等（以下「社会福祉施設等」）での新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

のため、入所予定者及び利用予定者に対する任意検査について、社会福祉施設等が検査実施機関等に支払っ

た費用に対して補助を実施します。

令和４年７月１日から令和５年３月３１日までに、次の検査実施機関において、任意検査を実施

した場合。

※　令和４年度より行政検査による検査は対象となりません。

検査の実施機関
　・施設の協力医療機関等であってＰＣＲ検査を実施できる医療機関等

　・市内外のＰＣＲ検査の任意検査を行っている医療機関等

令和４年度

帯広市新型コロナウイルス感染症検査費補助金について



■　補助金交付までの流れ

■　補助上限額　　

１件当たり１０，０００円を上限　
※証明書等の諸経費を含みます。上限を超える部分は自己負担となります。

■　補助金申請及び申請期限

以下の①②③を郵送又は窓口にて令和５年３月３１日までに提出してください。

①令和４年度帯広市新型コロナウイルス感染症検査費補助金交付

　申請書兼実績報告書【様式第１号】

②施設別実績報告書【様式第１号別紙１】

③検査費用が確認できる書類（領収書等）

※検査費用と諸経費（証明書等）内訳がわかるもの

■　申請書類等の審査・決定

■　問い合わせ先・申請先　　

〒０８０－８６７０　帯広市西５条南７丁目１番地　帯広市役所　本庁舎３階　地域福祉課

帯広市　市民福祉部　地域福祉室　地域福祉課　総務係

電話：６５－４１４６　FAX：２３－０１５８　

提出のあった申請書類を審査し、認められた場合は令和４年度帯広市新型コロナウイルス感染症検査費補助

金交付決定兼交付額確定通知書【様式第２号】が施設（法人）に通知されますので、令和４年度帯広市新型

コロナウイルス感染症検査費補助金交付請求書【様式第４号】を通知後１０日以内に地域福祉課へ提出して

ください。振込先口座を確認後、指定の口座に補助金を振り込みます。

※検査費用を対象者が一時的に負担し，施設が後日支払う場合には、受領書をもらうなど、施設が支払った

ことが分かるようにしておいてください。必要に応じて、提出を求めることがあります。

③補助金振込

※申請書等の様式は

帯広市のホームページ

からダウンロード

できます。

新規入所・短期利用・再入所決定

PCR検査等実施の希望確認・同意を得る

実施機関で検査実施・施設が検査費用を支払う

検査結果判明
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社会福祉施設等から補助金の交付申請

陽性

帯
広
市

①交付決定通知書を送付

②補助金交付請求書を送付

※①通知後10日以内に提出
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象
施
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交付決定後の流れ

※交付申請は、検査実施後、可能な限り

速やかに手続きを行ってください。

保健所の指示に基づく対応


